
1 款 1 項 2 目

17 年度 設定なし

- -
- - - - - - - -
- - - - - -

実施スケジュール
項目 26年度以前 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度以降

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000

向こう5年間の直接事業費の推移

年度
28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 5年間の実績

徴収率 ％ 75.3 78 29.5 75.7
収納済額 千円 48984 52900 17307 53759
滞納繰越分調定額 千円 11884 12800 12798 12798
普通徴収調定額 千円 53185 55000 45822 58221

項目 単位 26年度実績 27年度予定 9月末の実績 27年度実績

一般財源 5,572 9,562 5,616 8,678

事業活動の実績（活動指標）

財源内訳 地方債 0 0 0 0
その他 0 0 0 0

0
県支出金 0 0 0 0

人件費 3,977 6,433 4,021 6,433
国庫支出金 0 0 0

8,042
補助事業人件費 0 0 0 0

人件費
内訳

人工数 0.50 0.80 0.50 0.80
人件費単価 7,954 8,042 8,042

6,434
合計 0 9,562 5,616 8,678

事業費
直接事業費 1,595 3,128 1,595 2,244
人件費 3,977 6,434 4,021

改善策の
具体的

取り組み

催告書の発送回数や発送時期を休日窓口の開設日や年金支給月に合わせるなど、収納率向上に向けて効
果的な方法を検討する。

事業費及び財源内訳
項　　　目 26年度決算 27年度予算 9月末の執行状況 27年度決算

事業の目的

介護保険料の賦課及び徴収を行い、介護保険事業が円滑に行われるようにする。

事業の内容

介護保険料の賦課及び徴収事務

改善策の
具体的

取り組み
（当初）

引き続き効果的な滞納整理を進めていく。

事業の対象 第１号被保険者（６５歳以上の人）

根拠法令等
介護保険法

予算科目

総合計画での位置付け
福祉の向上と保健・医療の充実〜やすらぎとぬくもりのまちづくり〜
高齢者対策の充実

事業の性格 法定事務
実施期間 【開始年度】 平成 【開始年度】

所管課情報 担当課： 長寿介護課 電話番号（内線）：

平成27年度事務事業評価シート
該当事業（評価対象外事業は基本情報のみ記載）

一般事務 公共建設事業 評価対象外事業

562
記入者情報 所属長： 武智 茂記 担当責任者： 野島 孝美

事務事業名 (介保)賦課徴収事務



3二次評価
（所属部長）

一次評価結果のとおり事業継続と判断するが、以下の課題を新たに追加する。

意見、課題
滞納整理を進め、さらに徴収率の向上を図る。

課題認識

徴収率が前年度より上昇しており、未納者への案内文書送付、督促状の発送、休日納付窓口の開設等
の効果が上がっているものと考える。差押等は行っておらず、公平性を保つためにも払えるのに払わない
者に対しては、強力に滞納処分を行うべきと考える。

二次評価

B成果向上の可能性 4
施策への貢献度 4

効率性
手段の最適性 3

Bコスト効率

課題認識

介護保険料の改定に伴い現年度分の調定額、収納済額、収納率ともに増加した。収納率の向上対策とし
て、督促状発送前に未納（納付忘れ）の案内文書を送付し、納付について勧奨を行ったり、滞納者へは、
催告書を年数回送付。また、収納担当の休日納付窓口開設にあわせて長寿介護課でも催告書発送後に
窓口を開設した。今後も、少ない職員体制ではあるが、収納担当の協力、情報提供を受けながら収納率
の向上に努めたい。

一次評価

一次評価
（所属長）

妥当性
目的の妥当性 5

A

3
受益者負担の適正 4

施策への貢献度 4

市民ニーズへの対応 5
市の関与の妥当性 5

有効性
事業の効果 4

自己評価

自己評価
（担当責任者）

妥当性
目的の妥当性 5

A市民ニーズへの対応 5
市の関与の妥当性 5

効率性
手段の最適性 4

Bコスト効率 3
受益者負担の適正 4

有効性
事業の効果 4

B成果向上の可能性 4

目　　標 1 0.78 0.78 0
実　　績 0.753 0.757 0 0

成果指標

成果指標
徴収率＝収納済額÷（普通徴収調定額＋滞納繰越分調定額）

指標設定の
考え方

徴収率を指標設定することにより、介護保険料の公平な負担率を推測すること

区分年度 26年度 27年度 28年度



3
経営者会議の最終判断

事業の方向性
下記の点を見直しの上、継続する。

意見、課題

二次評価の内容を踏まえ見直すこと。

行政評価委員会の答申

外部評価
（行政評価委員会）


